
 
議案第８５号 小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について 
 

《改正の趣旨》 

令和５年１０月から、「徳島県最低賃金」が引き上げられるのにあわせ、臨時従事員の日額報酬を引き上げるもの。 

 

小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例(令和元年小松島市条例第30号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

別表(第4条関係) 別表(第4条関係)  

号給 報酬日額(円) 

1 5,130 
2 5,166 
3 5,202 
4 5,238 
5 5,274 
6 5,310 
7 5,346 
8 5,382 
9 5,418 

10 5,454 
11 5,490 
12 5,526 
13 5,562 
14 5,598 

 

号給 報酬日額(円) 

1 5,376
2 5,412
3 5,448
4 5,484
5 5,520
6 5,556
7 5,592
8 5,628
9 5,664

10 5,700
11 5,736
12 5,772
13 5,808
14 5,844
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